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三重県管内 自動車運送事業者 殿 

 

国土交通省 中部運輸局 三重運輸支局 

支 局 長  小 中  太 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

デジタル式運行記録計の普及促進について 

 

 

デジタル式運行記録計（以下「デジタコ」という。）の活用により、運行管理の質の向上や物流

の効率化・生産性の向上が期待されています。 

また、「物流革新に向けた政策パッケージ（2023 年６月２日、我が国の物流の革新に関する関

係閣僚会議）」において、トラック事業者の運行管理の高度化により輸送の安全確保を図るため、

将来的な義務づけも視野に入れつつ強力な普及促進を図るとされています。 

こういった状況を踏まえ、先般、国土交通省においてデジタコに関する理解向上セミナーが開

催され、その際の資料や解説動画が公表されました。 

 つきましては、当該資料等により、デジタコの活用等について理解を深めていただくとともに、

導入等がなされていない事業者様にあっては、導入のご検討等よろしくお願いいたします。 

 

 

■デジタコに関する理解向上セミナーの公表先 

 URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000160.html 

 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000160.html

